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EU におけるデジタルプラットフォーム規制の進展 

ーデジタルマーケット法案(デジタル市場法案，DMA)を中心にー 
 
 

寺田麻佑 13 板倉陽一郎 23 
 

 
  欧州委員会が 2020 年 12 月に公表したデジタルサービス法パッケージは，デジタルサービス法案(DSA)
とデジタル市場(マーケット)法案(DMA)によって構成されており，欧州理事会と欧州議会の決定を経て

2023 年の施行が見込まれている．DSA はプラットフォーム及び公的機関とユーザーの権利を民主主義

の観点から再構成するものであり，DMA は，デジタルゲートキーパーとして位置づけられるプラットフ

ォーム事業者による不公正な取引慣行を定義し，禁止し，市場調査に基づいた執行メカニズムを定め，

規制から執行まで調和したルールを規定するものである．本立法案は，EU 域外も含め，GAFAM 企業，

そしてそれ以外の巨大デジタルプラットフォーム企業にとって，非常に大きな影響がある．本発表にお

いては，DMA の具体的内容とそのインパクト，審議状況について検討を行う． 
 

Development of Digital Platform Regulations in the EU 
: Focusing on Digital Market Bill (DMA) 
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The European Commission's December 2020 package of digital services legislation, consisting of the Digital Services Bill 

(DSA) and the Digital Market Bill (DMA), is expected to take effect in 2023 after decisions are taken by the European Council 
and the European Parliament. The DSA reconstructs platforms and the rights of public authorities and users from a democratic 
perspective, while the DMA defines and prohibits unfair trade practices by platform operators positioned as digital gatekeepers, 
establishes enforcement mechanisms based on market research, and establishes harmonized rules from regulation to enforcement. 
This bill will have a huge impact on GAFAM companies and other large digital platform companies, including those outside the 
EU. In this paper, the specific content of DMA, its impact, and the situation of deliberation are discussed and analyzed. 

 

1. 問題の所在―EU によるデジタルサービス法

案とデジタル市場法案の発表（2020）から予測

されるインパクト 

2020 年 12 月 15 日に欧州委員会は，デジタルサービス法

案（DSA）とデジタル市場法案（DMA）を発表した．これ

らはデジタルサービス法パッケージとして[1]，デジタルサ

ービスやプラットフォームに関する規制を整備するもので

ある．DSA はプラットフォーム及び公的機関とユーザーの

権利を民主主義の観点から再構成するものであり，DMA は，

デジタルゲートキーパーとして位置づけられるプラットフ

ォーム事業者による不公正な取引慣行を定義し，禁止し，

市場調査に基づいた執行メカニズムを定め，規制から執行

まで調和したルールを規定するものである． 

このデジタルサービス法パッケージは，EU デジタル市

場戦略の中心的なものであると同時に，欧州における民主
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主義を強化するためのアクションプランにも沿ったもので

ある[2]． 

本デジタルサービス立法案は，EU 域外も含め，GAFAM

企業，そしてそれ以外の巨大デジタルプラットフォーム企

業にとって，非常に大きな影響がある．  

また，これまでの EU の法規制の方向性と同様，デジタ

ルサービス法パッケージ案も完全に成立した場合 EU 市民

にサービスを提供する場合には例外なく規制の適用がある

ため，巨額の罰金規定なども含めてあらたな規制となり，

報告書の提出や違反した場合の罰金など，事業者にも大き

な影響力があるものである． 

そこで，本論考においては，DMA の具体的内容とそのイ

ンパクト，審議状況について検討を行う． 

2. DMA と対になる DSA の概要 

DMA と同時に発表された DSA は[3]，デジタルプラット
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フォーム（DPF）を含めたプロバイダに対して，透明かつ

安全なオンライン環境を提供するためのデューデリジェン

スの義務を構成し，違法コンテンツに対して対策をとるよ

うに，デジタルサービス調整官や罰金等を規定して規制目

的を達成するための規制（罰金などを含めた規制）の整備

を行うことを予定するものである[4]．DSA は EU 市民にイ

ンターネット上でサービスを提供するような場合はすべて

適用されるため，日本の事業者も当然対象となっている． 

DSA は GAFA などの超巨大プラットフォームのみを対

象とするものではなく，ISP（アクセスプロバイダ）にもレ

ポート等の公表義務を課す予定としているため，日本も含

めた非常に多くの企業が対象となる可能性が指摘されてお

り，義務の対象範囲や例外がないのかといった議論の進捗

状況に注目が集まっている[5]． 

3. デジタル市場法案（DMA）の概要 

3.1 デジタル市場法案（DMA）の目的 

 デジタル市場法案（以下適宜デジタル市場法案，DMA と

いう）は，EU の競争法を補完する形となる法であり，GAFA

がインターネット上の市場のなかで（あまりにも）大きな

影響力を行使し，その結果，ネット上の市場において不当

な条件設定がなされたり，デジタル市場の選択肢が主に

GAFA のみとなってしまったりするような運営により，市

場の開放性を損なう行為を規制することを目的としている

[6]． 

すなわち，一部の大規模なオンラインプラットフォーム

が，デジタル市場においてゲートキーパー（門番）的にす

でに機能していることに着目し，こういった，市場の参入

に利用が必須となるゲートキーパー企業がプラットフォー

ムとして公正な行動をとることを義務付けることを定める

ものである．このデジタル市場法案は，欧州デジタル市場

戦略の中心（核）となるものであると説明されている[7 ]． 

（参考：DMA のイメージ） 
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3.2 DMA 制定の背景 

 DMA は，EU 加盟国の市場に大きな影響を与え，市場に

参入しようとするビジネスユーザーが顧客とやり取りする

（アクセスする）ために通らなければならない（利用しな

ければならない）玄関口（ゲートウェイ）として機能して

いるプラットフォームについて，民間の事業者ではあって

も，そのプラットフォーム上のルールについては，事業者

と消費者との間のボトルネックとして機能していることに

着目した規制を定めようとするものである． 

 このようなプラットフォーム企業が，プラットフォーム

上の様々なシステムやルールを管理し，ゲートキーパーと

して不公正な商慣行をおこなって不適切な市場からの閉め

出しなどをおこなうことは，消費者にとって選択肢の幅が

なくなること以上に，スタートアップ企業や，すでに市場

において巨大な力を発揮している GAFA 企業等以外の（EU

発の）企業など競合事業者が価値ある革新的なサービスを

適切な形で迅速に提供することを妨げる可能性がある． 

 そのため，DMA は，プラットフォーム事業者による不公

正な取引慣行及び取引条件の透明性確保に関する規則[8 ]

や欧州オンラインプラットフォーム経済監視委員会（EU 

Observatory on the Online Platform Economy）を通して実態調

査をおこない，競争法を執行し，オンライン市場にこれま

でも対応してきた欧州委員会の経験に基づいて，さらなる

規制が必要ということで提案されているものである． 

 DMA は，ゲートキーパーとなるオンラインプラットフ

ォームによる不公正な取引慣行（商慣行）を定義し，禁止

している．そして，市場調査に基づいて，DMA の規制の執

行メカニズムを提供するといったルールを提案しているも

のである．デジタル技術がますます進展するなかで，DMA 

に定められる義務や提案も，適宜変化していくことが予定

されている[9]． 

3.3 デジタル市場法案（DMA）の規制対象 

 DMA の規制は，市場を提供しているマーケットプレイ

スのほか，各種サーチエンジン，ソーシャルネットワーキ

ングサービス（SNS），ビデオシェア（共有）サービス，イ

ンスタントメッセンジャー，OS，クラウド，広告などの中

心的なデジタルプラットフォームサービス「コア・プラッ

トフォームサービス」を EU 域内，もしくは EU 市民を対

象に提供する事業者が対象となるものである． 

 DMA2 条 2 項においては，a から h までの指定がされて

おり，それらは，Amazon や iOS，Android などアプリスト

アといったオンライン仲介サービス(a)，Google 検索サービ

ス等に代表されるようなオンライン検索エンジン（b），

Facebook や Instagram, Twitter に代表されるようなオンライ

ンソーシャルネットワーキングサービス（SNS）(c), Youtube

などに代表されるビデオ共有プラットフォームサービス

（d）, FacebookApp や WhatsApp といった音声通話を通さ

ない個人コミュニケーションサービス(e), Window, iOS, 

Android といったオペレーティングシステム(f), AWS や

Azure, GCPといったクラウドコンピューティングサービス

（g）, Facebook や Google にみられる検索等に連動したパ

ーソナライズド広告が予定されている．これらが，コアプ
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ラットフォームの提供者ということとなる． 

 もっとも，DMA については，ゲートキーパーとしての指

定を受けた事業者にその適用は限られることとなっており，

現在のところはどの事業者が指定されるのかについては未

知数な部分がある． 

3.4 ゲートキーパー 

 DMA は EU 域内において重要な市場プラットフォーム

を提供するゲートキーパー（門番）を指定してその行為を

規制することを提案しており，具体的には，以下の要素を

満たす事業者のことを指すものとすると提案されている． 

すなわち，DMA3 条 1 項は，以下の 3 つの要件を満たす

場合にはゲートキーパー（門番）として指定されると提案

している． 

 すなわち，（１）は，欧州経済領域（EEA）での過去 3 年

間の年間売上高が 65 億ユーロ以上〔約 8500 億円〕あるい

は前年の株式時価総額が 65 億ユーロ以上，かつ 3 つ以上

の加盟国で過去 3 年間プラットフォームサービスを提供し

ているものである．（２）はコア・プラットフォーム・サー

ビスの EU 域内の月間平均利用者が 4,500 万人以上かつ年

間のビジネスユーザーが 1 万人以上（1 万人以上の年間の

アクティブビジネスユーザーがいること），という要件であ

る．さらに，（３）は，（１）と（２）の基準を過去 3 年間

満たすこと，ということである． 

3.5 欧州委員会によるゲートキーパーの指定：届出と指

定  

 DMA3 条 2 項に基づいた基準に適合するコアプラットフ

ォーム提供者（事業者）は，要件を満たす場合に，欧州委

員会に届出を行う必要がある（DMA3 条 4 項）． 

 そして，欧州委員会は，コアプラットフォーム提供者が

DMA3 条 2 項の三つの要件を満たす場合においては，積極

的にコアプラットフォーム提供者が，3 条 1 項の要件を満

たさない事業者であることを示さない限りは，当該コアプ

ラットフォーム提供者をゲートキーパー（ＧＫ，以下適宜

ゲートキーパー又は GK という）として指定しなければな

らないこととなっている[10]． 

  具体的には，域内市場に重大な影響力があると認められ，

コアプラットフォーム事業者として運営がなされ，ゲート

キーパー（門番）的な役割を果たしていて，現在そして将

来にわたってその役割を果たすことが予定されている者に

ついて，DMA3 条 2 項に基づく要件（閾値）を 3 年間（3

会計年度）満たす場合には，当該コアプラットフォーム提

供者（事業者）が欧州委員会に届出をおこない，指定を受

けるということになる．なお，どちらかのみを満たすよう

な場合には，欧州委員会によって市場調査が行われ，指定

がされる場合がある[11]． 

3.6 DMA に課される規制の概要 

 以上のようにゲートキーパーとして指定された企業（事

業者）は，自社が提供するサービスや，自社が取り扱うデ

ータについて，具体的には，以下を含めた幅広い行動規制

（禁止規定の適用）がなされることとなる． 

 すなわち，（１）コア・プラットフォームサービス上の利

用者（ビジネスユーザー）から得られたデータについて，

ユーザー個人の同意がないのに GK が提供する他の事業か

ら得られた個人データや第三者のサービス等から得られた

個人データ等と結合すること，そしてビジネスユーザー間

の競争において利用することは禁止される．また，個人の

同意なくして，個人データの統合を目的として，GK の他

の提供サービスにサインインすることを強制することも禁

止される．利用者に選択肢を提供したうえで，しっかりと

した同意を得た場合を除いては，GK が提供するサービス

を通じて収集した個人データを別のサービスの個人データ

と結合し，統合して利用することは禁止される． 

（２）ビジネスユーザー（利用者）がオンラインプラット

フォーム上において，GK のコアプラットフォームとは異

なる条件や価格で販売等を行うことを認めることが必要と

なる．すなわち，自社商品やサービスの優遇措置設けるこ

とが禁止される．コアプラットフォームの提供者は，自社

のプラットフォーム上において最安値で販売することを求

めていることが多いが，こういったサービスの強制を禁止

するものである． 

（３）コアプラットフォームを経由してビジネスユーザー

や利用者がプラットフォーム上で生み出したデータについ

て，当該ビジネスユーザーに提供することや，プラットフ

ォームの外におけるビジネスユーザーと利用者間での契約

締結をコアプラットフォームの利用者に認めなければなら

ない．すなわち，コアプラットフォームの外でビジネスユ

ーザーから取得したゲームのアイテムや音楽，動画のコン

テンツなどは，コアプラットフォームを通じて取得したビ

ジネスユーザーのソフトを利用して利用できるようにする

べきであるということになる．これは，アプリストアを経

由してアプリを配布した場合に，その後ビジネスユーザー

の自社サイトでコンテンツを販売したりビジネスユーザー

の自社サイトへの誘導が契約によって禁止されていること

が多いところ，こういった契約部分を禁止するものである． 

（４）また，ビジネスユーザーが，GK の行為について公的

機関に問題を報告することを禁止したり制限することは禁

止される． 

（５）ビジネスユーザーが GK プラットフォームを利用す

る場合に，識別サービスの利用を強制されない． 

（６）提供されるコアプラットフォームの利用にあたって，

別のコアプラットフォームや DK 指定されたプラットフォ

ームの登録や申し込みを要件とすることも禁止される． 

（７）GK の提供する（提供した）広告について，広告主が

支払った代金（対価）と媒体の事業者に対して支払った報

酬がいくらかについての情報が提供される必要がある[12 ]． 
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3.7 GK に対する規制の内容―データの提供 

 DMA6 条は，11 の類型において規制を規定している．そ

のうちの主なものは，ビジネスユーザーがコアプラットフ

ォームを利用することによって生じた公開されていないデ

ータを GK がビジネスユーザーとの競争に利用することは

許されないことを規定していること，コアプラットフォー

ムにプレインストールされているアプリの削除をエンドユ

ーザーに許容すること（OS の基本的所作や作動に必須の

ものを除く），広告主と媒体社に対して無償で GK の広告効

果測定ツールへのアクセスを認める必要があること，そし

て，ビジネスユーザーとユーザーの活動によって生成され

たデータの効果的な移動可能性（ポータビリティ）を提供

しなければならないということである（データ・ポータビ

リティ）．とくにデータのポータビリティについては，一定

の条件の下で，ビジネスユーザーまたはビジネスユーザー

から委託を受けた第三者が，無償かつ効果的に，品質の保

持された（高品質な）データ（集約もしくは集約されてい

ないもの）を提供しなければならないとされている． 

 また，GK はビジネスユーザーに対して，アプリストア

へのアクセスを，公正かつ非差別的な一般的条件の下で認

める必要があることも示されている． 

3.8 GK によって取られるべき措置に関する規律 

 GK は DMA5 条，6 条を遵守するため，規制目的を効果

的に達成できるような措置をとる必要がある（DMA7 条）． 

 欧州委員会は，GK による措置が不十分であると認める

ときには，GK が何をすべきか，どのような措置をとるべ

きかについて措置を命じることができる（DMA7 条 2 項）． 

 欧州委員会は，公衆道徳的な理由，公衆衛生上の理由，

公共の安全にかかわる理由がある場合には，GK の請求に

より，DMA5 条と 6 条の措置を一時停止し，また，自発的

に DMA5 条 6 条の義務を除外することができる（DMA9 条

1 項，2 項）． 

3.9 欧州委員会による市場調査 

 DMA は GK に対する広範囲にわたる市場調査の権限を

欧州委員会に与えている． 

 この市場調査の権限は，DMA5 条と 6 条の義務を GK に

対して示す根拠や内容を変更する（DMA10 条）ことなどに

用いられるほか，以下のような制裁や義務違反に対する命

令のために用いられる．欧州委員会は，調査に同意した個

人や法人にインタビュー（DMA20 条）するほか，立ち入り

調査権限も有している（DMA21 条 1 項）． 

すなわち，欧州委員会は，市場調査によって，GK に組織

的な違反行為があり，さらに，その優位な地位を違反行為

によって強化したと認定する場合には，一定の行為の実施

を求める問題解消のための措置を命じることができる．ま

た，それに加えて，事業の分割や資産の売却を含めた措置

を課すことができる． 

 欧州委員会は，GK による義務の不履行に際して，さら

に，前年度の総売上高の 10％を上限に制裁金を課すことも

認められている． 

3.10 欧州委員会による履行確保 

 DMA7 条は GK への措置導入命令を規定し，違反行為の

認定と違反行為の中止命令は同 25 条に規定され，制裁金

（課徴金）は 26 条に規定されている．課徴金の適用につい

ては，欧州委員会によって，DMA18 条に基づく手続きが開

始されることによって始まることとなる． 

4. 今後の議論の経緯 

 DMA は EU の閣僚理事会と欧州議会によって審議がな

されているところであるが，GAFA 企業のみならず多くの

企業に影響があるため，様々な関係事業者から懸念の声が

上がっている[13]． 

  欧州の事業者等からも，これでは規制が細かすぎ，また，

事業者への負担が多すぎるとして，より実効可能性のある

規制へと変化するような希望が出されている．さらに，デ

ータの基本的なシェアを禁止する方向性での規制の提案に

ついては，これまでのビジネス慣行を大きく変えるもので

あることから，再考が求められるとする指摘もなされてい

る[14]． 

5. おわりに 

 今回の DMA については，事業分割の提案命令の可能性

なども含めて，かなりドラスティックな規制内容を含んだ

ものであり，日本の企業もインターネット上で（たとえば

一度欧州事業から撤退したメルカリなどが欧州を拠点とす

る企業を再度作る可能性もある）コアプラットフォーム事

業を提供している以上，非常に大きな影響を受けるものも

ある． 

 このようなプラットフォーム事業者への規制の方向性は

欧州だけではなく，米国においても（分割提案なども含め

て）みられるところである．しかし，EU においてはこのよ

うに法規制として規定しようとしている点に大きな違いが

ある． 

 また，データポータビリティの規定もより厳格に規定さ

れる方向性が定まっており，各種義務規定や禁止規定に違

反した場合の制裁金（課徴金）の額も利益の 10 パーセント

であるなど，大変重いこととなっている． 

 以上，DMA が実際にどのような例外を設け，ＧＫと認定

する企業をどの程度作り出すかはまだ実際に指定が開始さ

れていないためにわからないが，この法案が成立した暁に

は，確実に日本の各種サービスにも（コアプラットフォー

類型が多様である以上）影響を及ぼすものである．こうい

った規制の方向性や内容について日本からもコメントを出

すことを積極的に行うべきほか，今後の動向を注視し，さ

らに，日本の規制の参考とすべき部分は取り入れることな

ども行うべきであろう． 
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